
手 数 料 表 

上記手数料には、消費税は含まれておりません。別途加算となります。 

 

職業紹介事業者許可番号  11-ユ-300197      

 

事業所の名称及び所在地  ケイロジスティクス株式会社 かすみオフィス        

埼玉県 川越市 霞ヶ関東 1 丁目 3 番地 15 霞ヶ関ビル ３F                   

サービスの種類及び内容        手数料の額及び負担者 

 

求人受理時の事務費用 
                   600 円 

手数料負担者は 求人者 とします。 

求人受理後、求人者に求職者を紹

介する 

サービス 

【職業紹介サービス】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

求人の充足に向けた求人者に

対する専 門的な相談・助言サ

ービス 【職業紹介の付加サー

ビス】  

＊上記職業紹介サービスに加

えて、よ り専門的な相談・助

言の付加サービス を行う場

合 

成功報酬 

（期間の定めのない雇用契約の紹介の場合） 当該求職

者の就職後１年間に支払われる賃金（内定書や労 働条

件通知書等に記載されている額）の 

 

         ３0％（または５００，０００円） 

          上記のうちどちらか高い方とする 

（期間の定めのある雇用契約の紹介の場合） 当該求職者の就職

後、雇用契約期間中（雇用期間が１年を 超える場合は最大１年

間分）に支払われる賃金（内定書や 労働条件通知書等に記載さ

れている額）の 

           ３0％（または５００，０００円） 

上記のうちどちらか高い方とする 

手数料負担者は 求人者 とします。 

 

成功報酬 当該求職者の就職後１年間に支払われる賃金（内定書

や労 働条件通知書等に記載されている額）の 

 

           ３0％（または５００，０００円） 

上記のうちどちらか高い方とする 

 

手数料負担者は 求人者 とします。 

 



手数料返戻金制度の変換率について 

期間    変換率 

入社日から 1 ヶ月以内に退職     100% 

入社日から 1 ヶ月超、2 ヶ月以内の退職 70% 

入社日から 2 ヶ月超、3 ヶ月以内の退職 50% 

入社日から 3 ヶ月超、4 ヶ月以内の退職 40% 

入社日から 4 ヶ月超、5 ヶ月以内の退職 30% 

入社日から 5 ヶ月超、6 ヶ月以内の退職 20% 

入社日から 6 ヶ月超の退職 0% 

＊別途、契約書や覚書等により取決めがある場合は、その内容を優先します。 

＊成功報酬の払戻については、その自由発生の事実を求人者様が弊社に書面で申し入れを

行い、弊社がその申し出を受理した時点より 20 営業日以内に返金を行います。 

 

手数料返戻金制度の返還の免責 

以下の項目一つ以上該当した場合、返金義務が免責とさせていただきます。 

 

＊労働条件に係る重大な問題（業務内容、労働時間、賃金、その他採用条件との相違等）に

より、退職に至った場合 

＊就業環境に係る重大な問題（故意の排斥、嫌がらせ等）により、退職に至った場合 

人員整理等が間接的、直接的原因となり、退職に至った場合 

＊職務転換、配置転換等に適応できず、退職に至った場合 

＊事業所移転により通勤が困難となり、退職に至った場合 

＊天災、地変、内乱、戦争等により就業が困難となり、退職に至った場合 

＊当該労働者の退職日より１ヶ月以内に退職を証明できる書類、又は書面での申し入れを

当社に提出しなかった場合 

＊その他、双方協議の上、返金の必要がないと判断された場合 

 

職業紹介事業者許可番号  11-ユ-300197                 

 

事業所名称  ケイ・ロジスティクス株式会社かすみオフィス     

 

事業所所在地埼玉県川越市 霞ヶ関東 1 丁 3 番地 15 霞ヶ関ビル３F   


